
京都府と立命館大学の包括連携協定の概要京都府と立命館大学の包括連携協定の概要

●農林水産業の振興
・丹後国営開発農地の土壌改良と農産物の高品質・高付加価値化
・「丹後あじわいの郷」を拠点とした農業・漁業の６次産業化を展開

（調査実証、次世代人材育成、情報発信）
・農業ベンチャー講座の開設
・過疎・高齢化地域における学生のフィールドワーク

●旧「私のしごと館」再活用に向けた連携・協力

人づくり、地域貢献等に共同して取り組み、大学を核とした交流を推進

１ 産業振興

２ 教育・研究・文化・スポーツの振興・発展

●文化資料のデジタル化・データベース化、効果的活用
●京都学研究のさらなる推進
●和食文化の高等教育機関に関わる連携・協力
●生涯スポーツの振興に向けた連携・協力

３ 健康科学・地域福祉
●北部地域の資源を活かした総合人材の育成
●生活就労一体型支援の展開
●貧困の連鎖を防ぐ子どもへの支援
●自殺防止対策の新たな展開
●発達障害児の早期療育を行う市町村への支援
●人にやさしい介護支援機器の研究開発
●災害ボランティア活動に関する連携

４ 人材育成

●京都ギャップイヤー事業への参画・協力
●生涯学習の推進
●学外授業、インターンシップの受入れ

５ まちづくり

●北部地域・大学連携機構など府の大学・地域連携策への参画・協力
●まちづくり、地域活性化、観光政策等へのアドバイス等協力


